
動物の輸出入検疫速報（令和６年２月分）

(単位：頭、羽）

用　途 輸　入 輸　出
　乳用繁殖用 - -
　肉用繁殖用 - -
　肥育用 - -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -
　繁殖用 146 -
　その他 - -

　めん羊 - -
　山羊 - -

　その他の偶蹄類 - -

　繁殖用 16 1
　乗用 27 -
　競走用 14 25
　肥育用 784 -
　と畜場直行用 - -
　その他 - -

　その他の馬科 - -

　うさぎ 109 1

　鶏 - -
　うずら - -
　だちょう - -
　七面鳥 - -
　あひる - -
　がちょう - -
　その他のかも目の鳥類 - -
　きじ - -

　ほろほろ鳥 - -

　初生ひな（鶏） 31,122 -

　初生ひな（その他） - -

　種卵（個） - -

　蜜蜂（群） - -

　指定検疫物以外の動物（注２） 6,227

　犬 527 428
　猫 287 262
　あらいぐま - -
　きつね - -

　スカンク - -

　サル 1,536

（資料）動物検疫所調べ
（注）１　解放頭羽数ベースの速報値のため、数値が変更となることがある。
　　　２　家畜伝染病予防法第４５条第１項第１号に基づく検査を実施した動物。

　牛

　豚

　馬



骨 砕骨 蹄角 骨腱 蹄角粉 その他の骨 計

1,186,639 1,067,911 2,330 42,976 82,000 - 2,381,857

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

加熱処理牛肉

40,107,235 75,653,196 1,410,061 36,887 - - 26,178

加熱処理豚肉
加熱処理

その他の偶蹄類
ハム 加熱処理ハム ソーセージ

加熱処理
ソーセージ

ベーコン

615,822 - 159,653 6,849 753,975 648,667 20,719

加熱処理
ベーコン

馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉
非加熱

その他の肉
加熱処理

その他の肉

10 444,046 5,324 60,194,519 - 545,150 3,042,369

加熱処理
家きん肉

加熱処理
その他の家きん

計

30,356,455 2,017,550 216,044,664

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
加熱処理
牛の臓器

加熱処理
豚の臓器

加熱処理その他
の偶蹄類の臓器

偶蹄類以外の
臓器

81,036 51,661 9,173 - - - 84,420

消化管等
加熱処理
消化管等

ケーシング 脂肪
非加熱

その他の臓器
加熱処理

その他の臓器
加熱処理

家きん臓器・消化管

2,275,485 - 264,930 2,849,264 16 - 144,199

加熱処理その他
の家きん臓器

計

10,678 5,770,862

食用殻付卵 液卵 その他の卵 計

47,200 331,526 - 378,726

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,712,363 61,436 - - 25,296 - 95,830

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 1,894,925

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- 3,775 - 8,426 - 375 75

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

320 58,469 - - 71,440

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

19,221,890 1,660,692 4,795,917 5,282,295 30,960,795

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

210,903 10,057 - - 220,960

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

78,988 13 6 6

穀物のわら 飼料用の乾草 その他 計

16,784,780 - 113,480 16,898,260

総計

274,622,488

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸入されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．「その他の肉（臓器）」には、餃子やピザなど肉（臓器）を含む調製品である。

９．その他の畜産物の計に精液、受精卵は含めない。

１０．総計に「その他の畜産物」は含めない。

１１．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

７．「加熱処理肉」、「加熱処理ソーセージ、ハム、ベーコン」、「その他の加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した
　　処理施設で一定の加熱処理がなされたもの。なお、家きん肉由来のものは含まない。

８．「家きん加熱処理肉」は、農林水産大臣の指定した施設で加熱処理された、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ
　　鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコンである。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

わら類

卵類

　輸入畜産物検疫数量速報（令和６年２月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類



骨 砕骨 蹄角 骨腱 生骨粉 加熱処理骨粉 蹄角粉

3,030 - - - - - -

その他の骨 計

- 3,030

牛肉 豚肉 めん羊肉 山羊肉 鹿肉
その他の
偶蹄類肉

ハム

669,593 184,160 - - 2 - 24

ソーセージ ベーコン 馬肉 うさぎ肉 家きん肉 犬肉 その他の肉

63 40 - - 438,053 - 45,605

計

1,337,540

牛臓器 豚臓器
その他の偶蹄類

の臓器
偶蹄類以外の

臓器
消化管等 ケーシング 脂肪

29 2,140 - 1,569 3,298 - 550

非加熱
その他の臓器

計

- 7,586

殻付卵 液卵 その他の卵 計

1,696,327 68 19,306  1,715,701

牛皮 豚皮 めん羊皮 山羊皮 鹿皮
その他の

偶蹄類の皮
馬皮

1,298,341 5,547,524 - - - - -

うさぎ皮 犬皮 その他の皮 計

- - - 6,845,865

牛毛 豚毛 羊毛 山羊毛 鹿毛
その他の

偶蹄類の毛
馬毛

- - - - - - -

うさぎ毛 羽毛 犬毛 その他の毛 計

- 29,905 - 6,287 36,192

チーズ バター
偶蹄類動物の飼

料用乳製品
その他の
乳製品

計

321 2 - 167,819 168,141

血粉 肉粉 肉骨粉 皮粉・羽毛粉 計

- - - - 0

精液
(アンプル）

受精卵
（個）

ふん・尿 計

- - - 0

総計

10,114,055

資料）動物検疫所調べ

(注）

２．携帯品・郵便物として輸出されたものは除く。

４．「偶蹄類以外の臓器」には、馬、家きん、うさぎ、犬の臓器を含む。

５．「消化管等」には、消化管、子宮及び膀胱を含む。

６．総計に「その他の畜産物」は含めない。

７．その他の畜産物の計に精液、受精卵、未受精卵は含めない。

８．類別の計は、集計対象が無い場合「0」と記す。

３．「家きん肉」は、鶏、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥並びにあひる、がちょうその他のかも目の
　　鳥類由来の肉、ハム、ソーセージ、ベーコン。

皮類

毛類

乳製品類

ミール類

その他
畜産物

１．解放重量ベースの速報値の為、数値が変更となることがある。
　　また、数量についてはことわりのない限り、Kg集計できるもののみを集計している。

卵類

　輸出畜産物検疫数量速報（令和６年２月分） （単位：Kg）

骨類

肉類

臓器類


